
令和６年度岩手県薬物乱用対策推進本部会議

日 時 令和６年 11 月 20 日（水） 

９時 30 分から 12 時 00 分まで 

場 所 岩手県水産会館

５階 大会議室

次 第

１ 開 会

２ あ い さ つ

３ 本 部 員 紹 介

４ 第六次薬物乱用防止五か年戦略について

（東北厚生局麻薬取締部 捜査課長 浅井 幹宣 様）

５ 報 告

(1) 最近の薬物情勢について

（岩手県警察本部） 
(2) 岩手県内における取組状況について

（各 本 部 員） 

６ 事 例 紹 介

「保護観察所における薬物依存症対象者に対する処遇」

（盛岡保護観察所 統括保護観察官 森内 潤 様）

７ そ の 他

８ 閉 会
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岩手県環境生活部長 大　畑　光　宏 青少年・男女共同参画課長 藤井　茂樹

岩手県企画理事兼商工労働観光部長 岩　渕　伸　也 （欠席）

岩手県医療局長 小　原　重　幸 主査 増田　晃

岩手県教育委員会教育長 佐　藤　一　男 保健体育課総括課長 中村　和平

岩手県警察本部長 増　田　武　志 　組織犯罪対策課長 佐々木　教朗

　岩手県保健福祉部参事兼健康国保課総括課長 日　向　秀　樹
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議長（野原副本部長）

盛岡地方検察庁

　仙波検事
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　森内統括保護観察官 　遠藤所長

県環境生活部

　藤井青少年・男女共同参画課長
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　宗支署長 　増田主査

釜石海上保安部 県教育委員会
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簗田主任主査 千田課長
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池田警備救難課長　

　浅井捜査課長

岩手県医師会

　本間会長

仙台出入国在留管理局盛岡出張所

　石川所長
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岩手県薬物乱用対策推進本部要綱 

 

 （設置） 

第１ 麻薬・覚せい剤等の薬物乱用防止対策を総合的に推進するため、岩手県薬物乱用対策

推進本部（以下「本部」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２ 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (１) 薬物乱用防止の諸施策の推進に関すること。 

 (２) 関係機関の行う薬物乱用防止対策の連絡調整に関すること。 

 (３) その他薬物乱用防止対策の推進に関し必要な事項。 

 （組織） 

第３ 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。 

２ 本部長は、副知事をもって充て、副本部長は、保健福祉部長をもって充てる。 

３ 本部長は、次に掲げる者に就任を依頼するものとする。 

 (１) 国の出先機関の職員 

 (２) 岩手県職員 

 (３) その他知事が適当と認める者 

 （本部長及び副本部長） 

第４ 本部長は、部務を総理し、会議を主宰する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （招集） 

第５ 本部の会議は、本部長が招集する。 

 （任期） 

第６ 部員の任期は、２年とする。ただし、補欠により就任を依頼された部員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

 （関係者に対する協力要請） 

第７ 本部長は、必要があると認める場合は、関係者に対し意見の開陳、説明その他の協力

を要請することができる。 

 （庶務） 

第８ 本部の庶務は、保健福祉部健康国保課において処理する。 

 （補則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、昭和５２年９月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


